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改   正   後 改   正   前 

措置法第３条((利子所得の分離課税等))関係 措置法第３条((利子所得の分離課税等))関係 

（源泉分離課税の効果） （源泉分離課税の効果） 

３―１ 措置法第３条第１項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する一般利子等

については、次の事項に留意する。 

⑴ 当該一般利子等の金額は、所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 22 条((課税標準))

に規定する総所得金額には算入されないものであること。したがつて、同一生計配偶者

又は扶養親族に該当するかどうかの判定をする場合、雑損失の金額又は医療費控除額、

配偶者控除額若しくは配偶者特別控除額の計算を行う場合等においても、当該一般利子

等の金額は除外するものであること。 

⑵ 当該一般利子等につき源泉徴収された所得税の額は、確定申告書を提出して所得税法

第 120 条第１項第３号((確定所得申告))に掲げる所得税の額から控除することはできな

いものであるとともに、同法第 140 条((純損失の繰戻しによる還付の請求))等の規定に

よる還付の請求の対象ともならないものであること。

３―１ 措置法第３条第１項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する一般利子等

については、次の事項に留意する。 

⑴ 当該一般利子等の金額は、所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 22 条((課税標準))

に規定する総所得金額には算入されないものであること。したがつて、控除対象配偶者

又は扶養親族に該当するかどうかの判定をする場合、雑損失の金額又は医療費控除額若

しくは配偶者特別控除額の計算を行う場合等においても、当該一般利子等の金額は除外

するものであること。 

⑵ 当該一般利子等につき源泉徴収された所得税の額は、確定申告書を提出して所得税法

第120条第１項第３号((確定所得申告))に掲げる所得税の額から控除することはできな

いものであるとともに、同法第 140 条((純損失の繰戻しによる還付の請求))等の規定に

よる還付の請求の対象ともならないものであること。

附則 

（経過的取扱い） 

この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成 30 年分以後の所得税について適用し、平成

29年分以前の所得税については、なお従前の例による。 

新 旧 対 照 表 

○措置法通達《源泉所得税関係》 

  (注)アンダーラインを付した部分は、改正部分である。

別紙 


